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①　パート、アルバイト、派遣労働者などの非
正規雇用者は1700万人を超え、全雇用者の３
分の１を占めるまでになった。増加の理由と
しては、企業にとって低コストである、正社
員であれば負担しなければならない雇用保険
料・社会保険料を負担しなくても済むという
ことが指摘されている。
　　自営業者の年金として出発した国民年金の
被保険者の構成も変わりつつある。いまや第
１号被保険者は、自営業者よりも雇用者の方
が多い。しかもその多くは非正規雇用者であ
る。労働市場においても、また国民年金にお
いても、「非正規化」が進行している。
②　日経連は、平成７年に『新時代の「日本的
経営」―挑戦すべき方向とその具体策―』を
発表し、正規雇用と非正規雇用を組み合わせ
た雇用戦略を打ち出した。労働者派遣の規制
緩和、有期労働契約の拡大という立法措置も、
就業形態の多様化を促進した。労働者派遣法
も有期労働契約も、当初は、限られた専門職
を対象としていたが、規制緩和の要望に沿っ
て対象職種を拡大してきた。多様な就業形態
は雇用者に良好な雇用機会をもたらすもので
なければならない。しかしそのための条件整
備は遅れている。雇用保険、社会保険への加
入もその一つである。
③　雇用保険には、週20時間以上勤務すれば
加入することができるため、非正規雇用者の
63％が加入している。雇用保険とは異なり、
健康保険・厚生年金の場合には、被扶養者に
なるという選択肢がある。被扶養者になれば、

保険料を負担せずに保障を受けられる。そ
のため本人としての加入率は、40％台にとど
まっている。厚生年金では既婚女性は被扶養
配偶者（第３号被保険者）となることが多いが、
男性の場合はまれであり、未加入となること
が多い。
④　雇用保険は、非正規雇用者を加入させる
ために、労働時間及び収入の要件を緩和して
きた。健康保険・厚生年金は、従来は、本人
としての加入をすすめる方針はとらず、被扶
養者の地位にとどまれるよう、年間収入の上
限を所得税法の改正にあわせて引き上げてき
た。加入に必要な労働時間は、雇用保険より
長い。企業にとっても、非正規雇用者が被扶
養者である方が、保険料負担が生じないため、
都合がよい。非正規雇用者の加入拡大には、
流通業界等の反対も強い。他方、被扶養者に
なれない独身のフリーターやシングルマザー
は、国民年金・国民健康保険に加入するしか
ない。企業が原則として半額を負担する厚生
年金・健康保険に比べ、国民年金・国民健康
保険は企業負担がないため、本人負担は重く
なる。
⑤　非正規雇用者の厚生年金加入をすすめた
場合、収入にあわせて保険料を引き下げてい
くと、労使合わせた負担額は国民年金保険料
より少なくなる。国民年金と厚生年金の並存
から生じるこの不合理の解決は困難である。
セーフティネット構築のためにも、労働法制
と社会保障法制を見渡した改革が不可避であ
る。
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はじめに

　正社員ではない雇用者の数は、平成18年７－
９月期の統計で1700万人を超え、雇用者の３人
に１人を占めている。パート、アルバイト、派
遣労働者、契約社員など、様々な名称で呼ば
れるこうした多様な雇用者は、「非正規雇用者」
と総称される（1）。非正規雇用者が増加した最大
の理由として、企業にとってコストが低いとい
うことが指摘される。コストの低さの中には、

正社員であれば企業が負担しなければならない
雇用保険料・社会保険料（2）を負担しなくても済
む、という要素がある。
　他方、国民の老後の生活を支える国民年金
の被保険者の構成も変わりつつある。本来、国
民年金のみに加入する者としては、自営業者が
想定されていた。しかし今や、雇用者の方が多
くなっている。零細個人事業所や理容業などの
特定の業種を除き、正社員であれば、厚生年金
に加入することができる。それゆえ、国民年金
のみに加入している雇用者の多くは、非正規雇
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⑴　「非典型雇用」、「非典型労働」という言葉もよく用いられるが、定義は論者により、異なっている。古郡靹子

中央大学教授は、ネガティブな意味合いをもつ「非正規」に対し、「非典型」は価値判断から中立的であるとして、

すでに1500万人を超した雇用者を「非正規」と呼ぶべきではないとする。しかし、各々の語が含む雇用者の範囲

については特に言及していない（古郡靹子「非典型労働の典型化現象」『日本労働研究雑誌』505号, 2002.8, p.1.）。

　　佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授は、非典型労働を非正規労働より広い概念ととらえ、正規労働の短時

間勤務者及び在宅勤務者を、非典型労働に分類している。常用雇用型の派遣労働者については、正規労働かつ非

典型労働としている（佐藤博樹「非典型労働の実体―柔軟な働き方の提供か？―」『日本労働研究雑誌』462号, 

1998.12, p.2.）。

　　本稿では、厚生労働省『平成18年版　労働経済の分析―就業形態の多様化と勤労者生活―』にならって「非正

規雇用」を用いる。

⑵　本稿では、国民年金、厚生年金保険等の年金保険及び国民健康保険、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険等

の医療保険を「社会保険」と呼ぶ。労働者災害補償保険（労災保険）、雇用保険は含まない（この二つは「労働保険」

と呼ばれる。介護保険とともに広義の「社会保険」に含めることも多い）。また、社会保険から国民年金、国民

健康保険を除いた、雇用者のための社会保険を「被用者保険」と呼ぶ。
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用者であると思われる。経済的弱者である非正
規雇用者は、国民年金に加入しても保険料未納
となることが多い。非正規雇用者の増加は、国
民年金の空洞化の一因となっているばかりでな
く、厚生年金の縮小ももたらしている（3）。
　就業形態の多様化が進む現在、非正規雇用者
の老後を保障するために、年金制度の中でこれ
らの人々をどう位置づけるかを考えなければな
らない。年金だけでなく、雇用保険、医療保険
などの他の制度も同じ問題を抱えている。非正
規雇用者の増加は、社会保障制度を揺るがして
いる。
　以下では、企業の雇用戦略により主導され、
派遣労働と有期雇用を拡大する立法措置によっ
て加速された労働市場の非正規化の状況を述
べ、社会保障制度の側からこれにどのように対
応してきたか、をとりまとめた。

Ⅰ　非正規雇用とは何か

　厚生労働省の「就業形態の多様化に関する総
合実態調査」は、「いわゆる非正社員」を次の
ように区分している（4）。
・ 契約社員：特定職種に従事し専門的能力の発
揮を目的として雇用期間を定めて契約する者
・ 嘱託社員：定年退職者等を一定期間再雇用す
る目的で契約し雇用する者
・ 出向社員：他企業より出向契約に基づき出向
してきている者
・ 派遣労働者：労働者派遣法に基づく派遣元事
業所から派遣された者
・ 臨時的雇用者：臨時的に又は日々雇用してい
る者
・ パートタイム労働者：正社員より１日の所定
労働時間が短いか、１週の所定労働日数が少

ない者
・その他
・ その他のうち、正社員と１日の所定労働時間
と１週の所定労働日数がほぼ同じで、パート
タイム労働者その他これに類する名称で呼ば
れる者
　パートについては、「短時間労働者の雇用管
理の改善等に関する法律」（平成５年法律第76号。
以下、「パート労働法」という。）第２条により「一
週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用され
る通常の労働者…の一週間の所定労働時間に比
し短い労働者」と定義されているが、この調査
では、労働時間、労働日数が正社員と同じ者で
も、「パート」と呼ばれればパートに区分される。
　総務省の「労働力調査」及び「就業構造基本
調査」は、15歳以上の住民に調査票を記入して
もらい、これを集計している。この調査票では
「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイ
ト」の区分については、「勤め先における呼称」
を記入するよう依頼している。
　なぜ「呼ばれる者」とか「呼称」という曖
昧な表現がなされるのであろうか。平成元年の
パートタイム労働指針制定の頃から「企業にお
いてパートタイム労働者等と呼ばれている者の
中には労働時間が通常の労働者とほとんど同じ
ものもみられる（5）」のは周知のことであった。
つまり、雇用期間の定めがなくフルタイムで
あっても、「パート」として正社員とは異なる
扱いを受ける雇用者がおり、正社員との差は、
給与の構成や額、福利厚生、昇給の仕方等に表
れる。雇用期間や労働時間で非正規雇用を厳密
に区分したとしても、雇用者が受ける待遇の実
態とはずれが生じる可能性が高い。上記の諸調
査が、職場での呼称を基準としているのは、そ
のほうが正規雇用者とは異なる条件に置かれる

⑶　 泉真樹子「国民年金の空洞化とその対策」『レファレンス』636号, 2004.1, p.109；中川秀空「基礎年金の財源と

年金一元化問題」『調査と情報―ISSUE BRIEF―』486号, 2005.6.24, p.4.

⑷　厚生労働省大臣官房統計情報部『平成15年就業形態の多様化に関する総合実態調査報告』2003, pp.21-22.

⑸　労働省婦人局婦人労働課編著『パートタイム労働者をめぐる法律問題』 婦人少年協会, 1991, p.11.
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雇用者の実態を把握しやすいからであろう。
　雇用者だけでなく個人自営業主（常用雇用者
を雇用していない自営業主。「個人事業主」とも呼

ばれる。）の中に、雇用者と同様に、企業に従
属して働く者が相当数存在する（6）。アルバイト
でありながら、無理に個人自営業主にされる
ケースさえあるという（7）。個人請負と呼ばれる
こうした働き手は、統計上は雇用者には含まれ
ないが、非正規化を進める要因となっている。
　非正規雇用者を明確に定義することはできな
い。種々の統計における定義の遣いに注意を払
いつつ実態に迫るしかない。

１　労働市場の非正規化

　非正規雇用者数の経年変化を見ることができ
るのは、総理府から総務庁を経て、総務省によ
り実施されている「労働力調査」（平成13年まで
は「労働力調査特別調査」）である。昭和55年以
前は、雇用期間により区分される「臨時雇」、「日
雇」の項目はあるが、労働時間が短いことを特
徴とするパートはまだ項目とされていない。昭
和56年３月の調査において、「近年労働市場に
おいてその動向が非常に注目されているパー
ト・アルバイトについて、その実態を全体的に
把握すること」が目指された。昭和56年以降平
成18年７－９月期までの雇用者数の推移を示し
たのが図１（数値は表１）である。
　昭和56年以降、非正規雇用者が雇用者（役
員を除く）に占める比率は、平成５年（1993年）

から８年までは伸びの鈍化は見られるものの、
上昇を続けている。一方正規雇用者数は、平成
９年（1997年）をピークに減少している。その
ため、雇用者全体に占める非正規雇用者の比率
は、平成９年以降さらに高まり、非正規化の急
激な進展という結果をもたらした。非正規雇用
者数は平成７年に1000万人を超え、平成18年７
－９月期には1707万人となり、「役員を除く雇
用者」中の33.4％を占めている。女性の場合は、
52.9％である。

2　国民年金の非正規化

　国民年金は自営業者の年金として始まった
が、その性格は変わりつつある。社会保険庁の
「平成17年度の国民年金の加入・納付状況」（8）は、
平成８年以降３年毎の、国民年金第１号被保
険者（厚生年金、共済年金などの被用者年金に加入
せず、国民年金のみに加入）の就業状況を図示し
ている（図２）。平成17年の第１号被保険者中、
37.2％が雇用者（「常用雇用」および「臨時・パート」）
であり、自営業主とその家族従業者は28.3％で
ある。平成14年にはそれぞれ31.6％、27.9％で
あり、雇用者の比率の上昇、特に「臨時・パート」
の比率の上昇が目立っている。この調査の「常
用雇用」とは「正社員等」という広い概念であ
り（9）、派遣社員、契約社員等の非正規雇用者が
かなり含まれていると推定される。国民年金も
「非正規化」が進んでいるといえる。

⑹　労働政策研究・研修機構『多様な働き方をめぐる論点分析結果報告書― 日本人の働き方総合調査データの総合

的分析―』（労働政策研究報告書　No.70）2006, p.129 ; 周燕飛「個人請負の活用動機と労働実態」『季刊労働法』

215号, 2006年冬季, pp.55-70 ; 派遣労働者、個人事業主、請負労働者を「非直用労働」として論じたものには、馬

渡淳一郎「非直用労働と法規制」『日本労働研究雑誌』505号, 2002.8, pp.18-26.がある。

⑺　本人に説明もなく従業員を個人自営業主に切り替え、労災保険も適用されない状況において長時間労働等をさ

せ、訴訟となった事例が報道されている（「バイトなのに『事業主』扱い。残業代不払い、被害訴え」『朝日新聞』

2006.1.22.）。

⑻　社会保険庁「平成17年度の国民年金の加入・納付状況」2006.9, p.14.

　<http://www.sia.go.jp/infom/tokei/noufu2005/noufu2005.pdf>この文書の13、14ページは「平成17年国民年金被

保険者実態調査」の速報。速報であるため、確報では変更があり得る。



24 レファレンス　2007.2

非正規雇用者の増加と社会保障

25レファレンス　2007.2

3　非正規雇用者増加の理由

⑴　人件費の削減
　なぜ、非正規雇用者がこれほど増加したので
あろうか。
　平成７年に日本経営者団体連盟（現在の日本
経済団体連合会（日本経団連））は、『新時代の「日
本的経営」―挑戦すべき方向とその具体策―』
を刊行した。この中で、日本経営者団体連盟
は、今後は「企業を超えた横断的労働市場を育
成し、人材の流動化を図ることが考えられなけ
ればならない」として、派遣労働の規制緩和を

求めている（10）。流動化した労働市場において
雇用形態は、「長期蓄積能力活用型グループ」（期
間の定めのない雇用契約）、「高度専門能力活用型
グループ」（有期雇用契約）、「雇用柔軟型グルー
プ」（有期雇用契約）に分かれるようになるため、
各企業は、こうした雇用者、仕事、コストを
効果的に組み合わせた「自社型雇用ポートフォ
リオ」を検討すべきだとしている（11）。刊行か
ら約10年が経過した現在、厚生労働省は、企業
が非正規雇用を求める理由を、「グローバル化
を背景とした国際的な経済競争の強まりによっ
て、生産性の向上とコスト削減が追求され、企

図１　 「労働力調査」による正規雇用者・非正規雇用者の推移
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⑼　社会保険庁『平成14年国民年金被保険者実態調査報告』p.383掲載の調査票によれば、「常用雇用」とは「会社

などに雇われている場合」のうち、「臨時・パート」以外の、「正社員等」という広い概念である。つまり、派遣

社員などの非正規雇用者が含まれる。

⑽　新・日本的経営システム等研究プロジェクト編『新時代の「日本的経営」―挑戦すべき方向とその具体策―』

日本経営者団体連盟, 1995, pp.3, 9.
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2月
平
9年
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表
１
　「
労
働
力
調
査
」
に
よ
る
正
規
雇
用
者
・
非
正
規
雇
用
者
の
推
移

（
出
典
）

○
昭
和
56
年
３
月
：
総
理
府
統
計
局
『
労
働
力
調
査
特
別
調
査
報
告
』
p.
17
 掲
載
の
「
表
１
」
ま
た
は
統
計
表
中
の
「
第
２
表
」。

　
こ
の
年
に
つ
い
て
は
「
役
員
を
除
く
雇
用
者
」
の
数
字
が
な
い
た
め
役
員
を
含
む
。

　
こ
の
調
査
は
、「
近
年
、
労
働
市
場
に
お
い
て
そ
の
動
向
が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
」　
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
実
態
把
握
を
意
図
し
て
い
る
。

○
昭
和
57
年
３
月
の
『
労
働
力
調
査
特
別
調
査
報
告
』
で
は
、
調
査
票
に
は
パ
ー
ト
等
を
問
う
項
目
が
な
く
、
統
計
表
に
も
表
れ
な
い
。

○
昭
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58
年
６
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第
11
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計
局
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労
働
力
調
査
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別
調
査
報
告
』

○
昭
和
59
年
～
平
成
元
年
：「
第
２
表
」
総
務
庁
統
計
局
『
労
働
力
調
査
特
別
調
査
報
告
』

○
平
成
２
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～
13
年
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平
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（
速
報
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＜
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報
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月
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９
月
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別
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用
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概
要
（
速
報
）」
第
１
表
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月
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日
公
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＜
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＞
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業は正規雇用と非正規雇用の組み合わせを変え
ることでコスト削減を図る経営戦略を強めてい
る。」（12）とまとめている。
　企業を対象とした各種の調査もこれを裏付け
ている。労働政策研究・研修機構の『多様化す
る就業形態の下での人事戦略と労働者の意識に
関する調査』は、１万の事業所と10万人の従業
員を対象として、平成17年に実施された。３年
前に比べ非正規雇用者の割合が上昇している事
業所は33.9％であり、これらの事業所にその理
由をたずねたところ（複数回答）、「労務コスト
の削減のため」（80.3％）という回答が第１位で、
次点は「新規学卒を正社員として採用するより
も、即戦力の人材を確保したいから」（40.7％）
である。また、非正規雇用者を増やした効果に
ついては、「人件費を削減できた」（78.3％）、「正
社員の数を減らすことができた」（62.7％）と、

人件費の削減をあげた事業所が多かった（13）。
非正規雇用者が現在の就業形態を選択した理由
（複数回答）は、「通勤が容易だから」（29.5％）、
「正社員になれなかったから」（27.9％）、「自分
に都合のよい時間に働きたいから」（21.6％）、「専
門的な知識・技術を活かせるから」（18.1％）の
順である。「正社員になれなかったから」と回
答した人は、契約社員（39.4％）で高くなってい
る（14）。
　非正規雇用者の賃金は低い。雇用形態別に平
成17年の年間収入を示したのが図３である。派
遣社員では300万円未満が約80％を占めている。
パート、アルバイトでは200万円未満が約90％
となっている。
　正規雇用者とは違う働き方を求める人々はい
る。しかしそうした働き方が、コスト削減に利
用されてしまったとき、非正規雇用者は低賃金

⑾　同上　pp.31-33. 刊行から２年後の企業を対象としたアンケート調査によれば、グローバル経済下の雇用動向に

ついて「好むと好まざるとにかかわらず流動化」と答えた企業が67.9％と多く、「積極的に流動化」は8.3％で少な

い（日本経営者団体連盟・東京経営者協会『第２回「新時代の日本的経営」についてのフォローアップ調査報告』

1998.10, p.6.）。

⑿　厚生労働省『平成18年版　労働経済の分析―就業形態の多様化と勤労者生活―』2006, p.77.

⒀　労働政策研究・研修機構『多様化する就業形態の下での人事戦略と労働者の意識に関する調査』（JILPT調査

シリーズ　No.25）2006, pp.9-13.

⒁　同上　p.47.

図２　国民年金第一号被保険者の就業状況の推移
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（出典） 　社会保険庁「平成17年度の国民年金の加入・納付状況」14ページに掲載の「平成17年
国民年金被保険者実態調査　郵送調査結果速報」より作成。
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の社会的弱者となるしかない。島田陽一早稲田
大学法学部教授は、「日本における雇用政策は、
労働形態の多様化に対する制約を撤廃する立法
が相次ぐにもかかわらず、多様な非典型労働を
良好な雇用機会とするための条件整備について
は積極性が欠けている」としている（15）。
　以下で、雇用形態の多様化をすすめた立法措
置のうち、労働者派遣の規制緩和と、有期労働
契約の拡大についてみてみよう。労働者派遣も
有期労働契約も、立法当初は限られた専門職を
対象としていたが、規制緩和の要望に沿って対
象を拡大してきた。

⑵　労働者派遣の規制緩和
　派遣労働者が非正規雇用者に占める比率は、
平成18年７－９月時点で７％にすぎない。しか

し、表１により、派遣労働者の独立した数値の
ある平成12年以降の数値を用いて、前年比を計
算すると（表２）、平成14年を除き、派遣労働
者の前年比は、非正規雇用者全体の前年比を上
回り、増加が目立っている。
　「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の就業条件の確保等に関する法律」（昭
和60年法律第88号。以下、「労働者派遣法」という。）

の相次ぐ改正により、派遣労働の規制緩和をす
すめた政策の効果がはっきりあらわれている。
派遣労働者の前年比は、労働者派遣法が改正（16）

（平成15年６月）され、施行（平成16年３月）され
た平成16年が1.70と突出している（非正規雇用者
全体では1.04）。平成11年12月にも改正法（17）が施
行されたが、平成13年の前年比も1.36と極めて
高い（非正規雇用者全体では1.07）。
　10年に及ぶ議論の後、昭和61年７月１日に施
行された労働者派遣法は、派遣対象の業務分野
を限定していた。港湾運送、建設、警備につい
て罰則をもって派遣を禁止した上、派遣対象業
務を、①専門的知識、技術又は経験を要する業
務、②業務の内容、勤務形態などの特殊性から、
特別な雇用管理を必要とする業務とした。具体
的には、政令（18）により定められた。ソフトウェ

表２　 非正規雇用者数、派遣労働者数の前年（四半期）比

1.07
1.07
1.04
1.04
1.04
1.02
0.99
1.04

1.08
1.18
1.03
1.05
1.09
1.04
0.93
1.10

1.06
1.03
1.04
1.03
1.02
1.01
1.02
1.01

1.36
0.96
1.16
1.70
1.25
1.14
0.99
1.05

1.22
0.91
1.30
2.15
1.50
1.17
0.90
1.23

1.36
0.97
1.12
1.54
1.11
1.14
1.06
0.95

非正規の職員・従業
員 派遣社員

平13年２月
平14年平均
平15年平均
平16年平均
平17年平均
18年1－3月
18年4－6月
18年7－9月

女男女 男 女 男女 男

（出典）　表１に同じ。

⒂　島田陽一「労働形態の多様化と労働法」『法律時報』75巻５号, 2003.5, p.7.

⒃　平成15年法律第82号。

⒄　平成11年法律第84号。

⒅　「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令」（昭和61年政令

第95号）。

図３　雇用形態別年間収入
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（出典） 　総務省統計局「労働力調査 詳細結果（平成17年
平均）全国結果　―報告書非掲載表―　第６表」
<http://www.stat.go.jp/data/roudou/2005n/dt/inde
x.htm>より作成。回答者の合計を100％として計算。
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ア開発、事務用機器操作、ファイリング、財務
処理、取引文書作成、添乗、建築物清掃等の13
業務である。法制定直後に政令が改正され（19）、
機械設計等３業務が追加され16業務となった。
　物の製造については、法律制定の基礎となっ
た昭和59年11月１日の中央職業安定審議会労働
者派遣事業等小委員会報告書「労働者派遣事業
問題についての立法化の構想」が、「製造業の
直接生産工程に従事する業務のうち、現在請負
によって行われているものについては、労働者
派遣事業の対象とすることは適当でない」とし
ていた（20）。
　派遣会社が常時雇用する労働者を派遣元に派
遣する「常用型派遣」に加え、派遣労働を希望
する労働者を派遣会社に登録しておき、派遣元
から注文があった場合に派遣する「登録型派遣」
も認めたが、後者については、雇用が不安定に
なりがちであるとして反対意見も強かった。
　平成８年には、育児・介護休業取得者の代替
要員について労働者派遣法に特例を設ける（派
遣を禁止されている港湾運送業務等も可とする）改
正（21）を行い、同時に政令を改正して派遣対象
業務を26業務に大幅に拡大した（22）。新たに追
加された業務は、研究開発、図書の制作・編集、
広告デザイン、インテリアコーディネーター、
アナウンサー等であった。
　これより前の平成７年に、行政改革推進本部

に設置された規制緩和検討委員会が、「労働者
派遣法の適用対象業務を原則自由化し、非対象
業務を限定列挙するネガティブリスト方式に改
めるべき」との報告を出した（23）。同年に提出
された行政改革委員会の「規制緩和の推進に関
する第１次意見」（24）も、同様の見解であった。
平成８年３月29日の閣議決定「規制緩和推進計
画」では「労働者派遣事業について、平成７年
12月14日の行政改革委員会における対象業務の
大幅拡大、不適切な業務以外は対象業務とする
とともに、派遣労働者保護のための措置を講ず
る等の意見を尊重し、引き続き制度の在り方を
検討する。」（25）とされた。これらは平成８年の
改正には間に合わなかったが、平成11年の改正
に取り入れられることになる。
　1997（平成９）年６月に、ILO（国際労働機関）
は、第181号条約「民間職業紹介所に関する条約」
を採択し、有料職業紹介事業を認めない姿勢か
ら、「民間職業仲介事業所の運営を認め及びそ
のサービスを利用する労働者を保護する」姿勢
に転換した（26）。平成10年３月の閣議決定「規
制緩和推進３か年計画」では、「有料職業紹介
事業の更なる取扱職業の拡大について、…ILO
第181号条約等を踏まえ、基本的方向を決定の
上、法改正とともに同条約の批准を行い、その
具体化を図る。」とされた。こうして平成11年
に労働者派遣法が改正され（27）、派遣禁止業務

⒆　「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正す

る政令」（昭和61年政令第256号）。

⒇　高梨昌『詳解労働者派遣法第２版』日本労働研究機構, 2001, p.124.

21　平成８年法律第90号。

22　「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正す

る政令」（平成８年政令第334号）。追加したのは11業務であるが、添乗については号を追加せず改正したため、

26業務となった（高梨　前掲注⒇ p.188.）。

23　高梨　前掲注⒇ p.181．

24　行政改革委員会『規制緩和の推進に関する意見（第１次）―光り輝く国をめざして― 平成７年12月14日』

pp.57-58.< http://www.kantei.go.jp/jp/kaikaku.html>

25　『規制緩和推進計画の改訂について　平成８年３月29日　閣議決定』別紙８⑴③　p.184.

26　濱口桂一郎『労働法政策』ミネルヴァ書房, 2004, p.72.

27　前掲注⒄参照。
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（港湾運送、建設、警備）以外を認めるネガティ
ブリスト方式へと大きく転換した。このとき、
物の製造業務については、附則により、当分の
間適用除外とする、すなわち派遣対象としない、
とされた。また、政令（28）により、医療関係業
務も適用除外とされた。
　この後も規制緩和は進み、平成13年12月11日
の総合規制改革会議「規制改革の推進に関する
第１次答申」（29）は、「労働者派遣制度について
は、昨今の雇用情勢の急速な変化を踏まえ、労
働者の働き方の選択肢を広げ、雇用機会の拡大
を図る等の目的から、派遣事業許可制度の在り
方、派遣期間の延長や「物の製造」の業務の派
遣禁止の撤廃等を含めて、…可及的速やかに法
改正を行うべきである。」とした。続く平成14
年12月12日の総合規制改革会議「規制改革の推
進に関する第２次答申」（30）も、同様の見解に立
ち、次期通常国会での法改正を求めた。さらに、
経済財政諮問会議の諮問に基づく、平成13年６
月26日の閣議決定「今後の経済財政運営および
経済社会の構造改革に関する基本方針」（骨太
の方針2001）も「派遣制度の規制改革等を推進
する。」とした。こうして平成15年に労働者派
遣法が改正された（31）。附則を改正して物の製
造業務への派遣を解禁し、医療関係業務につい
ては、社会福祉施設等への派遣は解禁した。ま
た、紹介予定派遣を認め、これまで最長１年と
されていた一般業務の期間制限を最長３年に延
長し、26業務については、派遣期間を３年とす
る規制（32）が撤廃された。

　こうして、発足時には主に専門的知識・技術・
経験を必要とする業務を対象としていた労働者
派遣は、港湾運送、建設、警備、医療一般を除
き、製造業での単純作業を含むすべての業務で
可能となった。

⑶　有期労働の拡大
　民法は、雇用契約について、雇用期間が５
年を超えるときは、３か月前に予告すれば労使
いずれからも解約することができるとしている
（民法第626条）。雇用期間の定めがない場合に
は、２週間前に予告をすればよい（同第627条第
１項）。昭和22年の制定時の労働基準法（以下「労
基法」という。）第14条は、「労働契約は、期間
の定のないものを除き、一定の事業の完了に必
要な期間を定めるものの外は、１年を超える期
間について締結してはならない」とした。民法
制定当時にみられた、長期の雇用契約による人
身拘束から雇用者を守るために、民法の５年を
さらに短縮したのである。期間の定めのない契
約における使用者による解雇は、解雇権濫用法
理に基づく判例の積み重ねにより制約が強まっ
た。有期労働契約では、契約の終了は解雇では
ないため、この法理が直接には適用されない。
人身拘束の危険が薄らぎ、解雇への規制が強化
された現在、有期雇用の雇用終了の容易さに企
業の注目が集まっている（33）。
　労基法第14条は長く改正されなかったが、平
成２年に労働基準法研究会（労働大臣の私的諮問
機関）に労働契約等法制部会が設置され、同部

28　「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正す

る政令」（平成11年政令第367号）

29　首相官邸ホームページ「規制改革の推進に関する第１次答申」<http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/

2001/kisei/1211kisei.html>

30　総合規制改革会議ホームページ「規制改革の推進に関する第２次答申」<http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/

021212/index.html>

31　前掲注⒃参照。

32　小嶌典明「派遣期間の制限に関する覚書―いわゆる三年の期間制限とは何か」『阪大法学』52巻３・４号, 2002. 

11, pp.671-696.　

33　鈴木宏昌「先進国における非典型的雇用の拡大」『日本労働研究雑誌』462号, 1998.12, p.20.
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会は平成５年に「今後の労働契約法制のあり方
について」をまとめ、雇用期間の制限を緩和し、
５年とするよう提言した。提言は、「終身雇用
を前提とした人事制度に組み込まれることを必
ずしも望まない」「専門的能力を有する人材」
を雇用する契約社員制度が活用されている状況
を背景としている（34）。平成７年３月31日の閣
議決定「規制緩和推進計画」（35）に、この雇用期
間の制限緩和が盛り込まれ、立法が加速された。
　こうして平成10年に労基法第14条が改正さ
れ（36）、労働契約は期間の定めのないものを除
き、１年とするが、次の３つの労働契約につい
ては特例として３年とした。
　① 新商品、新役務もしくは新技術の開発又は
科学研究に必要な専門的知識、技術又は経
験であって高度のものとして労働大臣が定
める基準に該当する専門的知識等を有する
労働者との契約　

　② 事業の開始、拡大、縮小、廃止のための業
務であって一定の期間内に完了することが
予定されているものについて①にいう専門
的な労働者との間に締結する契約　

　③60歳以上の労働者との契約
　さらに①②でいう「労働者」は「当該専門
的知識等を有する労働者が不足している事業場
において、当該専門的知識等を必要とする業務
に新たに就く者に限る。」とし、すでに雇用さ
れている専門的知識等を有する正社員を解雇し
て、有期労働契約の雇用者を雇い入れることを

防いでいる。
　「高度な専門的知識、技術又は経験を有する
労働者」については、平成10年12月28日の労働
省告示第153号により、次のように定められた。
　・博士の学位を有する者
　・ 修士の学位を有する者であって、業務経験
３年以上のもの

　・ 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁
護士、一級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、
弁理士、技術士、社会保険労務士等

　この改正については、規制改革委員会や総合
規制改革会議などから規制緩和が不十分である
との批判が寄せられた。平成13年12月11日の総
合規制改革会議「規制改革の推進に関する第１
次答申」（37）は、「有期労働契約の拡大」の項目の
下に、労働契約期間の上限を現行の３年から５
年に延長することを検討することを求め、当面
の措置として大臣告示によって定められた専門
職の範囲をいっそう拡大することを提言した。
平成14年３月29日に閣議決定された「規制改革
推進３か年計画（改定）」（38）も同様の内容であっ
た。平成14年12月12日の総合規制改革会議「規
制改革の推進に関する第２次答申」（39）は、「専門
職の労働契約期間の上限を５年にするとともに、
原則１年の契約期間の上限を３年に延長するこ
とを検討し、その結論を早急に取りまとめ、次
期通常国会に法案提出等所要の措置を講ずるべ
きである」とした。厚生労働省は労基法改正の
準備を進め、平成15年２月18日の労働政策審議

34　労働省労働基準局監督課編『労働基準法研究会報告　今後の労働契約等法制のあり方について』日本労働研究

機構, 1993, p.29.

35　総務庁編『規制緩和推進の現況―より自由に、より豊かに―』1995. 労働契約期間の延長は、（別紙）8⑵②　p.138 

に挙げられている。なお注25の「規制緩和推進計画」はこれの改定。

36　平成10年法律第112号。第14条改正についての解説は、金子征史「契約期間　第14条」『基本法コンメンタール

　労働基準法　第４版』日本評論社, 1999, pp.70-74.この改正は他に、１年単位変形労働時間制の弾力化、企画・

立案型業務への裁量労働制の導入などを定めた。

37　首相官邸ホームページ　前掲注29

38　総合規制改革会議ホームページ　「規制改革推進３か年計画（改定）」<http://www8.cao.go.jp/kisei/

siryo/020329/>

39　総合規制改革会議ホームページ　前掲注30
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会の答申（40）を受け、改正案を国会に提出した。
　平成15年６月に労基法改正法（41）が成立し、
専門的労働者の範囲が拡大された。契約期間に
ついては、有期労働契約一般は１年から３年へ、
特例については３年から５年に延長された。前
回改正の３年の特例の要件について、①から「新
商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に
関する研究に必要な」が削除され、②は全体が
削除された。有期労働契約を一時的に必要な場
合に制限していた文言を削除したと言える。さ
らに「当該専門的知識等を有する労働者が不足
している事業場において、当該専門的知識等を
必要とする業務に新たに就く者に限る」という
部分も削除された。
　高度な専門的知識、技術又は経験を有する労
働者については、平成15年10月22日の厚生労働
省告示により、前の告示（平成10年12月28日）に
掲げた者に、情報処理技術者試験のシステムア
ナリストに合格した者、一定の学歴または実務
経験を有するシステムエンジニア、デザイナー
で所定の年収が見込まれる者等が加えられた。
　非正規雇用者の多くは、有期労働契約で働
いている。厚生労働省「平成17年有期契約労働
に関する実態調査結果の概要」（42）によれば、有
期契約の比率は、男性は嘱託社員（78.8％）、契
約社員（50.4％）で高く、女性は短時間のパー
ト（75.0％）、正社員と労働時間・労働日数がほ
ぼ同じであるパート（67.1％）で高くなってい
る。企業が有期契約労働者を雇用する理由（複
数回答）は「人件費節約のため」（52.3％）、「仕
事の繁閑に対応するため」（38.8％）、「経験等を
有する高齢者の活用のため」（26.9％）、「専門的

な能力を有する人材を一定期間確保・活用する
ため」（24.6％）の順である。雇用者に有期労働
契約で働いている理由（複数回答）をたずねた
結果は、「現在従事している仕事の場合、有期
契約が一般的だから」（25.9％）、「正社員として
働きたいが、働ける職場がないから」（25.9％）、
「正社員として働きたいが、個人的な事情によ
り勤務時間、日数を短くしたいから」（21.3％）
が多い。「有期契約の方が賃金などの待遇がよ
いから」は6.2％、「定年まで同じ会社に勤めた
くないから（一つの会社に縛られたくないから）」
は2.2％にすぎなかった。「契約期間が自分の希
望にあっていたから（期間満了後は辞められるか
ら）」は17.3％である。男性の契約社員の40.1％
が「専門的、技術的な仕事」に就いている。し
かし、男性の契約社員が有期労働契約で働いて
いる理由で最も多いのは「正社員として働きた
いが、働ける職場がない」（38.7％）である。有
期労働契約自体を望む雇用者は少なく、法改正
の目的は必ずしも満たされていない。

Ⅱ　非正規雇用者と社会保障

１　社会保障制度への加入状況

　非正規雇用者については、雇用保険、社会保
険への非加入が問題となっている。医療保険と
公的年金については、被用者保険（43）に加入し
ない場合には、国民健康保険、国民年金に加入
しなければならず、非加入は本来あり得ない。
　加入の実態に関する分析やデータは少ない
が、その一つに厚生労働省「就業形態の多様化
に関する総合実態調査」（平成15年）がある。こ

40　平成15年２月18日 労審発109号。厚生労働省ホームページ <http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/02/h0218-

3a.html>

41　平成15年法律第104号。この改正は、他に解雇規定を整備し、裁量労働制の手続きを簡素化した。改正について、

川田知子「有期労働契約法制の改正と法的課題」『季刊労働法』203号, 2003. 冬季, pp.60-94 ;  唐津博　「2003年労

基法改正と解雇・有期契約規制の新たな展開」『日本労働研究雑誌』523号, 2004.1, pp.4-15.

42　厚生労働省ホームページ　「平成17年有期契約労働に関する実態調査結果の概要」<http://www.mhlw.go.jp/

houdou/2006/06/dl/h0614-1a.pdf>平成18年６月発表。

43　前掲注⑵参照。
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れは、ボーナスの支給、財形制度など10項目を
列挙して、「現在の会社で制度の適用を受けて
いるか」と雇用者に質問している。項目中の
「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金」につい
て、最新の平成15年の結果を表３に抜き出した。
この調査では、労働者災害補償保険（労災保険）
は対象となっていない。労災保険は、一人でも
労働者を使用するすべての事業を強制適用事業
とし、適用事業で働くすべての労働者は労災保
険の適用を受け、正規、非正規の区別がないか
らである。保険料は全額事業主が負担する。
　非正規雇用者については、雇用保険→健康
保険→厚生年金の順に適用率が低下するケース
が多い。臨時的雇用者、パートの適用率が、い
ずれの保険についても低くなっているのが目立
つ。雇用保険は個人単位で加入するため、この
表の適用率が実態を反映しているといえる。非
正規雇用者全体では非加入率は37.0％となる。
後述するように、雇用保険の加入資格は健康保
険や厚生年金よりも緩い。それにもかかわらず、
契約社員や派遣労働者でも適用率が70％台とい
うのはかなり低い数字といえる。

　適用を受けていないと答えた人の中には、国
民健康保険、国民年金に加入しているケースも
あろう。また、本人として加入しなくても、加
入者である配偶者または親の被扶養者となるこ
とができる。そのため、「現在の会社の制度の
適用を受けて」いないことが、ただちに非加入
を意味するわけではない。
　それでは、非正規雇用者は、どの公的年金、
医療保険に加入しているのだろうか。

⑴　年金

　（i）　厚生労働省による調査
　年金について、厚生労働省の「平成16年　国
民生活基礎調査」が、雇用形態別に公的年金へ
の加入状況を調査している（44）。この統計から
20歳以上59歳までの者のデータを抜き出して、
男女別に公的年金への加入状況を示したのが図
４⑴、４⑵（数値は表４）である。原統計には
15歳以上20歳未満及び60歳以上の者も含まれて
いるが、国民年金に加入義務のないこれらの層
については、データから除外した。

表３　雇用形態別、各種保険の適用

99.4
63.0

79.0
83.5
87.4
77.1
77.7
75.9
28.7
56.4
70.9

99.6
49.1

77.4
87.7
90.9
69.9
70.8
67.9
24.7
36.3
67.0

99.3
47.1

72.2
84.5
89.3
67.3
68.8
64.1
22.7
34.7
65.6

99.7
65.1

74.8
81.9
86.2
73.5
67.3
78.1
29.1
51.1
65.3

100.0
57.7

76.2
88.4
90.7
68.9
59.9
75.5
22.3
31.1
62.4

99.7
55.2

69.2
83.9
89.0
65.9
57.7
71.8
19.6
30.0
60.2

98.8
62.2

82.6
88.2
93.6
78.0
79.1
74.6
28.2
57.5
74.7

99.0
45.7

78.5
85.5
91.7
70.1
72.2
63.5
26.1
37.1
70.2

98.6
44.0

74.8
86.3
90.6
67.7
70.2
59.5
24.5
35.7
69.3

契約社員
嘱託社員
出向社員
派遣労働者
　　登録型
　　常用雇用型
臨時的雇用者
パートタイム労働者
その他

男女 男性 女性

雇用
保険

健康
保険

厚生
年金

雇用
保険

健康
保険

厚生
年金

雇用
保険

健康
保険

厚生
年金

正社員
非正社員全体

（単位：％）

（出典） 　「個人調査　第19表」厚生労働大臣官房統計情報部『平成15年　就業形態の多様化に関する総
合実態調査報告』pp.148-149より関連部分を抜粋。

44　「第１章　世帯　第28表」厚生労働省『平成16年　国民生活基礎調査　第２巻　全国編』pp.118-123.

　<http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/data/030/2004/toukeihyou/0005391/t0115136/H1228_001.html>

　<http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/data/030/2004/toukeihyou/0005391/t0115136/H1228_002.html>

　<http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/data/030/2004/toukeihyou/0005391/t0115136/H1228_003.html>　調査対象

は、全国の世帯及び世帯員。調査客体は、約４万世帯、世帯員約10万人。
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図４⑴　雇用形態別公的年金加入状況（20-59歳男性）
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非正規計
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24.0 

38.2

91.8 

37.1 

40.7 

16.4 

49.3 

67.1 

37.6

0.0 

0.8 

1.9 

0.8 

0.9 

0.2 

1.3

1.3 

16.9 

12.3 

23.8 

14.4 

8.5 

23.6

0.1 

1.6 

0.9 

0.4 

0.0 

0.2 

0.0

（単位：％）

（出典） 　厚生労働省『平成16年　国民生活基礎調査　第２巻　全国編』「第１章　世帯　第28表」
より作成。

図４⑵　雇用形態別公的年金加入状況（20-59歳女性）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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非加入

不詳

正規の職員・従業員
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　パート

　アルバイト

　派遣社員

　契約社員・嘱託
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１号 ３号 非加入２号 不詳

（単位：％）

0.1

0.6

0.2

0.5

0.2

0.1

0.0

1.6

6.1

5.0

14.8

5.2

3.5

4.1

1.3

36.4

45.8

23.4

15.5

8.7

18.1

90.2

32.7

26.4

19.1

57.9

72.7

57.9

6.8 

24.3

22.6

42.2

21.6

15.0

19.9

（出典）　図４⑴に同じ
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　図の「○号」は、「国民年金第○号被保険者」
の省略である。それぞれ次のように定義される。
　・ 国民年金第１号被保険者：厚生年金、共済
年金などの被用者年金に加入せず、国民年
金のみに加入する者

　・ 国民年金第２号被保険者：被用者年金に加
入する者

　・ 国民年金第３号被保険者：２号の配偶者か
つ被扶養者である者

　「非加入」とは、「加入していない」と答えた
者である。この中には、厚生年金等の被用者年
金に加入していないため、国民年金に加入すべ
きであるが手続きをしていない者のほか、手続
きはしたが保険料未納の者も、「加入していな
い」と回答している可能性がある。
　男女とも、派遣社員、契約社員では、２号の
比率が最も高くなっている。派遣社員、契約社
員は、パート、アルバイトに比べれば正社員（正
規職員・従業員）に近い加入状況といえる。パー
ト、アルバイトでは、状況は一変する。男性で
は、パート、アルバイトとも１号が最高で、そ
れぞれ44.5％、58.7％である。パートでは、次
点は２号で40.7％と高い。アルバイトでは、次
点が非加入の23.8％がである。女性では、パー
トは３号が最高で45.8％、アルバイトは１号が
最大で42.2％、３号が23.4％である。女性の場
合、どの雇用形態でも３号が一定程度含まれて
いる。また、人数の多いパートで３号の比率が
高いため、女性の非正規雇用者全体では３号の
比率が最も高く、36.4％となっている。これに
対し、男性の場合は、３号はほとんどいない。
　問題の非加入は、男性のアルバイトで高く

（23.8％）、男性の非正規雇用者全体では16.9％（37
万6000人）である。女性は、アルバイトで最も
高く14.8％であるが、女性の非正規雇用者全体
では6.1％（50万8000人）となっている。女性は
３号となることで、非加入を回避できていると
もいえる。男性は２号になれない場合、自ら国
民年金に加入して１号になるか、それが困難な
場合、非加入になる、といえそうである。ただ
し、女性の非正規雇用者は男性の倍以上いるた
め、非加入者の人数自体は、女性の方が男性よ
り多い。
　20歳以上59歳以下の非正規雇用者中の非加入
者は、男女合計88万7000人である（45）。

　（ii）　社会保険庁による調査
　社会保険庁の「平成16年公的年金加入状況等
調査」（46）は、20歳以上59歳以下の雇用者を「フ
ルタイム雇用者」と「フルタイムでない雇用者」
に区分して公的年金加入状況を調べている。「フ
ルタイム雇用者」を「雇用者であって、１日の
所定労働時間及び１か月の所定労働日数が概ね
一般社員に相当する者」としているため、派遣
社員、パート等の一部がここに含まれてしまい、
非正規雇用者を把握しにくい面がある。非加入
者（第１号未加入者、第３号届出遅者＜それぞれ、
届出を行えば第１号、第３号になる者＞等。保険料

未納の者は含まない（47））は、「フルタイム雇用者」
が14万5000人、「フルタイムでない雇用者」が
13万1000人、計27万6000人である。正規雇用者
中の非加入者は少ないため、27万6000人の多く
は、非正規雇用者と推察される。この調査によ
れば、第１号未加入者の未加入理由の第１位は、

45　原表で、男女別の数を加えると88万4000人であるが、総数は88万7000人である。男女の別を回答しなかった

者がいると推定される。この図から省いた20歳未満については、非正規雇用者中の非加入者の率は91.9％（46万

5000人）、同じく省いた60歳以上については70.9％（146万1000人）と極めて高い。そのため、20歳未満及び60歳

以上を含めた場合には、非正規雇用者中の非加入者の率は21.5％（281万3000人）となる。男性のパート・アルバ

イトは44.8％が非加入である。

46　社会保険庁「平成16年公的年金加入状況等調査結果　速報のポイント」2006.3.8, p.4. <http://www.sia.go.jp/

infom/press/houdou/2006/h060308.pdf>

47　同上　p.17.
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「保険料が高く、経済的に納めるのが困難だか
ら」（24.2％）であった。第２位は「制度のしく
みを知らなかったから」（23.2％）で、第３位以
下は10％に満たない
　被保険者となっていても、保険料の未納を続
けると給付を受けられない。非正規雇用者中、
未納者（過去２年間一度も保険料を納付していない
者）はどれくらいいるのだろうか。社会保険庁
は３年毎に「国民年金被保険者実態調査」を実
施している。最新の「平成17年国民年金被保険
者実態調査」はまだ公表されていないが、速報
が一部掲載されている「平成17年度の国民年金
の加入・納付状況」（48）によれば、調査対象となっ
た国民年金第１号被保険者（20歳以上59歳以下）
は1896万3000人であり（49）、このうち12.0％が「常
用雇用（50）」、25.2％が「臨時・パート」である。
１号期間滞納者（過去２年間一度も保険料を納付
していない者）は、「常用雇用」のうち30.1％、「臨
時・パート」のうち29.5％であり、それぞれ68
万5000人、141万人、計209万5000人と推計され
る。
　調査年が異なるが、前述の「平成16年公的年
金加入状況等調査」の非加入者と、この平成17
年の調査の１号期間滞納者をあわせて、237万
人くらいの非正規雇用者が、国民年金でカバー
されない危険を抱えていると推察される（51）。

⑵　医療保険
　医療保険の加入状況については、実態を示す
データが少ない。
　岸智子南山大学経済学部教授は、家計経済研
究所が平成５年から平成11年まで実施した「消
費生活に関するパネル調査」を分析し、非正規
雇用者の約15％が医療保険に加入していないと
している（52）。この調査はサンプル数が1445と
少なく、岸教授も指摘しているように、「加入
していない」という回答に不正確な面もあるこ
とを考慮しなければならない。岸教授によれば、
特に、週労働時間が21－30時間で、年間労働日
数が175日以上のグループの非加入率が19.8％
と高い（53）。
　35歳未満のパート・アルバイトをしている者
及び探している者について、厚生労働省「平成
16年　国民生活基礎調査」が、医療保険の加入
状況について調査をしている（54）。学生を除い
ているため、フリーターの調査といってよいで
あろう。結果が図５である。
　本人の勤務先の医療保険に加入している者
は、男性が20.1％、女性が25.0％に過ぎない。
多くが、家族が加入する医療保険の被扶養者と
なったり、市区町村国民健康保険に加入してい
る。「その他」及び「不詳」の内容は不明であ
るが、どの医療保険にも加入していない者がこ
の中に含まれていると思われる。「その他」及

48　前掲注⑻ p.14.

49　総数は記載されていない。社会保険庁への問い合わせによる。

50　派遣社員などの非正規雇用者を含む広い概念。前掲注⑼参照。

51　非正規雇用者の公的年金加入状況と納付状況とを同時に調査した統計は存在しないため、異なる年の統計を加

えた。そのため、この数字はあくまでめやすである。本文に記したように、「公的年金加入状況等調査」と「国民

年金被保険者実態調査」では雇用者の区分の仕方も異なっており、実態の正確な把握は困難である。

52　岸智子「労働力の非正規化と社会保障改革」『労働力の非正規化と社会保障改革に関する研究　厚生労働科学

研究費補助金　政策科学推進研究事業　平成14～15年度総合・総括研究報告書』2004, p.38.

53　同上　p.41。なお非正規雇用者に限った調査ではないが、平成17年６月１日現在の市町村国民健康保険の滞納

世帯数は約470万世帯、全世帯に占める割合は18.9％とされる（「17年滞納世帯調査　資格証明書は約32万世帯に

交付」『週刊国保実務』2495号, 2006.2.13, p.16.）。

54　「第１章　世帯　第39表」厚生労働省『平成16年　国民生活基礎調査　第２巻　全国編』p.167.<http://wwwdbtk.

mhlw.go.jp/toukei/data/030/2004/toukeihyou/0005391/t0115147/H1239_001.html>
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び「不詳」は、全体で5.5％（14万4000人）、男
性が7.9％（６万人）、女性が4.5％（８万4000人）
である。

2　非正規雇用者への対応

　雇用保険・社会保険制度は、増加する非正規
雇用者を放置してきたわけではない。
　雇用保険は、保険加入の基準を下げることで、
より多くの非正規雇用者が加入できるように制
度改正をすすめてきた。
　医療保険、年金は、雇用保険に比べ複雑であ
る。企業負担のある健康保険や厚生年金と並び、
企業負担のない国民健康保険、国民年金が存在
するからである。さらに前者には、本人負担の
ない被扶養者として保護を受ける制度がある。
従来、非正規雇用者の多くは、夫のある主婦の
パートであった。そのため、健康保険、厚生年
金では、非正規雇用者本人を加入させるのでは

なく、配偶者に扶養される者として保障を得ら
れるように、被扶養者として認定されるための
収入基準を引き上げてきた。企業負担を嫌う企
業と、本人負担を嫌う非正規雇用者の利害が一
致したともいえる。非正規雇用者の増加につれ、
最近では、本人としての厚生年金加入をすすめ
る方針が出されている。

⑴　雇用保険

　（i）　短時間労働被保険者
　現在、次の要件を満たす者は短時間労働者と
され、短時間労働被保険者として雇用保険の適
用を受ける。一般被保険者との違いは、被保険
者期間の算定の際の特例である（55）。給付につ
いては違いがない。
　① 　一週間の所定労働時間が、同一の適用事
業に雇用される通常の労働者の一週間の所

図5　パート・アルバイトの医療保険加入状況（35歳未満。学生除く。求職中含む。）
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（出典） 　 厚生労働省『平成16年　国民生活基礎調査　第２巻　全国編』「第１章　世帯　第39表」
より作成

55　雇用保険法第13条第１項は、一般被保険者については、離職前１年間に６か月以上保険料を納付していること

が必要だが、短時間労働被保険者は、短時間労働被保険者であった期間プラス１年の間に６か月以上納付してい

ればよい、とする。ただし、第14条第２項により、１か月毎に14日以上働いていれば被保険者期間が１か月と算

定されるが、14日に足りない短時間労働被保険者の場合、11日以上であれば被保険者期間は２分の１か月と算定

される。そのため、11日以上14日未満働く場合には、受給資格を得るためには１年を要することになる。
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定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上
30時間未満であること

　② 　１年以上引き続き雇用されることが見込
まれること

　増加するパートへの適用拡大を目的として
雇用保険法が改正されたのは、平成元年であっ
た（56）。改正直前の時点では、短時間の労働者
が雇用保険の被保険者となるための要件は、次
のとおりであった（57）。
　① 　１週の所定労働時間が、当該事業にお
いて同種の業務に従事する通常の労働者の
所定労働時間のおおむね４分の３以上であ
り、かつ、22時間以上であること。

　② 　１年間以上継続して雇用することが見込
まれること。

　③　年収が90万円以上であること。
　このほか、当該労働者が他の被用者保険にお
いて被保険者として取り扱われているかどうか
も、被保険者とするか否かの判断の参考とされ、
「雇用保険のみについて被保険者として取り扱
われることを希望するような者（58）」は、すべ
ての要件を満たしても被保険者とされなかっ
た。つまり、配偶者の扶養からはずれ、厚生年
金に加入しなければ雇用保険には入れない、と
いうことであり、労働省（当時）は適用には相
当抑制的であったといえる。ただし、上記の要
件を満たせば一般の労働者と同等の「一般被保
険者」に区分され、給付についても区別はなかっ
た。昭和63年の時点では、妻の給与収入が90万

円未満であれば、この妻を扶養する夫は、配偶
者控除及び配偶者特別控除を受けることができ
た（59）。要件③の根拠はここにあったと思われ
る。
　平成元年の改正は、「短時間労働者」という
概念を導入し（第６条第１号の２を新設）、保険
区分として「短時間労働被保険者」を新設し
た。「短時間労働者」とは、「一週間の所定労
働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の
労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、か
つ、労働大臣の定める時間数未満である者」で
ある。「労働大臣の定める時間数」は33時間と
された（60）。当時一般労働者の週所定労働時間
の平均は44時間であり、その４分の３としたの
である。労働時間の下限は変更がなく、上記の
まま22時間であった。労働時間の上限を定めて
一般被保険者（従前同様労働時間が通常労働者の
４分の３以上かつ33時間以上）と区分し、給付に
ついては、一般被保険者と異なる扱いとした。
たとえば失業した場合の求職者給付の給付日数
は、一般被保険者より短く定められた。上記の
②、③の要件は、短時間労働者の要件として残
された。
　平成６年４月には、週40時間労働制への移
行等を内容とする労働基準法の改正が施行され
た。これに伴い、短時間労働者の週所定労働時
間も、33時間から30時間に引き下げられた。適
用となるか否かの基準となる週所定労働時間
も、22時間から20時間に引き下げられた（61）。

56　平成元年法律第36号。短時間労働者関連規定の施行は10月１日。

57　①の要件については、労働省職業安定局長通達「雇用保険法その他関係法令の施行について」（昭和50年３月

25日　職発第97号）の、厚生労働省ホームページ掲載の抄録版で確認。その他の要件については.「パートタイム

労働者への雇用保険の適用拡大と雇用保険四事業の再編等」『時の法令』1365号, 1989.11.15, p.11. による。

58　労働省職業安定局長通達「雇用保険法その他関係法令の施行について」（昭和50年３月25日　職発第97号）。 

59　参議院社会労働委員会調査室『雇用保険法及び労働保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案　参

考資料』1998, p.98.

60　平成元年労働省告示第59号。

61　労務行政研究所編『雇用保険法　新版』労務行政, 2004, p.151. 30時間に引き下げたのは、平成６年２月７日労

働省告示第10号である。
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　平成12年に雇用保険法が大きく改正され
た（62）。これは、離職の理由を給付の算定に反
映させ、定年退職者等離職前に再就職の準備が
できる者への給付を削減し、倒産、解雇等の離
職者への給付を手厚くする、制度全体の改正で
あった。この中で、非正規雇用者については、
求職者給付の給付日数を一般被保険者に近づけ
た（63）。また、このとき、短時間労働者について、
年収90万円以上という要件を廃止した（64）。さ
らに、派遣労働者について、同一派遣先での就
業が１年を超えず、派遣先が異なる場合であっ
ても、同一派遣元で反復継続して1年以上派遣
就業することが見込まれる場合には、適用対象
とすることにした（65）。
　平成15年の雇用保険法改正（66）では、倒産、
解雇等により離職した短時間労働被保険者への
給付を一般被保険者と同一とした。前述の、被
保険者期間算定の特例については維持された。
厚生労働省は平成18年11月30日、短時間労働被
保険者の資格を廃止して一般被保険者と一本化
し、受給資格要件も統一する雇用保険制度改正
の素案を、労働政策審議会職業安定分科会雇用
保険部会に提示した（67）。特例が廃止される可
能性が高くなっている。

　（ii）　日雇労働被保険者
　日々雇用される者や、30日以内の期間を定め
て雇用される者は、日雇労働被保険者として雇
用保険に加入することができる（雇用保険法第
42条）。派遣労働者について、最近では、１日
単位で派遣会社から企業に派遣される「日雇い
派遣」（「スポット派遣」とも呼ばれる）も増加し
ていると報道されている（68）。登録型派遣にお
いては、登録時は雇用関係が成立せず、派遣先
からの依頼に基づき派遣契約が成立した後に、
派遣元の派遣会社にその都度雇用される。1日
単位でなくとも、30日以下の短い期間で派遣を
繰り返すケースも多い。「派遣ユニオン」に加
盟する日雇い派遣の労働者は、日雇労働被保険
者として雇用保険に加入することを派遣会社に
求めているという（69）。日雇労働被保険者とな
るためには、公共職業安定所で日雇労働被保険
者手帳の交付を受け、失業した場合は、失業し
た日ごとに公共職業安定所に出頭し、求職の申
込をし、求人がない場合に失業の認定を受け、
給付金を受ける。

⑵　年金、医療保険
　厚生年金保険法と健康保険法では、非正規雇
用者の扱いが異なっている。すなわち、日々雇
用や２か月以内の雇用契約で使用される者につ

62　平成12年法律第59号。

63　一例を挙げると、改正前は、45歳以上60歳未満の一般被保険者（算定基礎期間20年以上）への給付日数300日

に対し、30歳以上60歳未満の短時間労働被保険者（算定基礎期間20年以上）は210日であった。改正後は、算定

基礎期間20年以上の一般的な離職者は180日、短時間労働被保険者は150日とした。労働省は、給付日数が一般被

保険者の７割程度であったのを８割程度とし、差を縮小した、と説明している（第147回国会衆議院労働委員会

議録第７号　平成12年４月14日　p.2　長勢甚遠労働政務次官の答弁）。

64　労務行政研究所編　前掲注61 p.181.

65　同上　p.18.；西村健一『社会保障法』有斐閣, 2003, p.393.

66　平成15年法律第31号。

67　「雇用保険制度改正　一般とパートの被保険者資格を一本化」『労働法令通信』No.2098, 2006.12.18, pp.5-9 ;「パー

トの失業保険給付　正社員と要件統一」『産経新聞』2006.11.14.

68　「時時刻刻『日雇い派遣』流入急増　携帯が命綱、即金に誘われ　低賃金・補償もなし　企業には『究極の調整弁』」

『朝日新聞』2006.11.7.

69　同上
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いては、厚生年金保険法は適用外としているの
に対し、健康保険法は日雇特例被保険者として
加入させている。日雇特例被保険者は、雇用保
険における日雇労働被保険者に相当する。２か
月以内の短期派遣を繰り返す登録型派遣労働者
の場合、日雇特例被保険者となるはずであるが、
これを適用している派遣会社は存在せず、派遣
労働者は国民健康保険に加入するのが通例であ
る。日雇特例被保険者の制度は事務負担が大き
く、派遣労働者自身も望まないから、と説明さ
れている（70）。
　雇用契約が２か月を超える派遣労働者の医療
保険については、平成14年５月の人材派遣健康
保険組合（通称「はけんけんぽ」）の設立により、
解決がはかられた。「はけんけんぽ」は131事業
所、被保険者10万5000人で発足し（71）、平成18
年５月末現在、365事業所、被保険者37万8381
人（女性：32万3164人　男性：５万5217人） が加
入している（72）。加入資格は雇用契約が２か月
を超えること、労働勤務日数と労働時間が派遣
元の一般社員のおおむね４分の３以上であるこ
と、である。「はけんけんぽ」の加入者は、派
遣元との雇用契約の終了時に、同一派遣元での
次の雇用契約が確実に見込まれる場合には、最
長１か月間は被保険者資格を失わず、「使用関
係が継続している」ものとみなされ、そのまま
被保険者とされる。次の雇用契約が見込まれな
い場合や派遣元を変える場合には、任意継続被
保険者として「はけんけんぽ」に最長２年間継

続加入できる。任意継続の場合、従来の会社負
担分の保険料を含め、本来なら２倍の保険料を
負担しなければならないところを、「はけんけ
んぽ」は特別に規約を定め、保険料を抑えてい
る。
　短時間労働者については、厚生年金保険法、
健康保険法には、雇用保険法が平成元年に導入
した、一般被保険者と区別して扱う規定はない。
政府管掌健康保険および厚生年金の被保険者資
格については、昭和55年６月６日に、厚生省保
険局保険課長、社会保険庁医療保険部健康保険
課長、同年金保険部厚生年金保険課長の連名に
よる都道府県民生主管部（局）保険課（部）長
宛ての内翰（73）が出されている。これはパート
を念頭に置き、１日または１週の所定労働時間
及び１月の所定労働日数が、当該事業所におい
て同種の業務に従事する通常の就労者のおおむ
ね４分の３以上、としている。現在もこの内翰
は有効である。
　健康保険、厚生年金については、前述のよう
に配偶者の被扶養者となれば、保険料を負担す
る必要はない。そのため、内翰にいう労働時間、
労働日数の基準を満たしていても、非正規雇
用者自身が加入を避ける場合がある。被扶養者
としての認定は、下記のように収入を基準とし
ているため、基準以下に労働日数を抑える傾向
もある。健康保険において被扶養者と認定する
基準は、各道府県知事あて厚生省保険局長・社
会保険庁医療保険部長の通知（74）によってきた。

70　社団法人日本人材派遣協会・株式会社ニッセイ基礎研究所「人材派遣業界における適正な健康保険・年金制度

の適用」　2006.3, p.25.<http://www.jassa.jp/association/special_bk/special004_fil.pdf>

71　社団法人日本人材派遣協会編『人材派遣白書2004年版』東洋経済新報社, 2004, p.94.

72　はけんけんぽホームページ<http://www.haken-kenpo.com/aboutus/gaiyou.html>

73　内翰とは、「内部向けの書翰」を意味する行政実務上の用語。国の行政機関が下級行政機関や地方公共団体な

どに対して、法令解釈などを提示するために発する（台豊「被用者保険法における短時間労働者の取扱いにつ

いて―健康保険法、厚生年金保険法および1980年厚生省内かんに関する一考察―」『季刊社会保障研究』Vol.38, 

No.4, Spring, 2003, p.308.）。台助教授は、被保険者の認定基準を内翰で設定することを適法とみなすが、磯井光明

東京大学教授は、否定的で、法律で定めるべきであるとする（磯井光明「財政法学の観点からみた社会保険料と

税制との関係」『季刊社会保障研究』Vol.42, No.3, Winter, 2006, p.257.）。

74　「収入がある者についての被扶養者の認定について」昭和52年４月６日。保発第９号・庁保発第９号
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現在は年間収入が130万円未満で、被保険者の
年間収入の２分の１未満であれば被扶養者とし
て認定される。130万円という基準は、所得税
法における配偶者控除、配偶者特別控除の規定
を勘案して設定されており、所得税法の改正に
伴って引き上げられてきた。
　年金も基準は同じである。国民年金保険法第
７条第１項第３号は、第２号被保険者の配偶者
であって主として第２号被保険者の収入により
生計を維持するもの（被扶養配偶者）を第３号
被保険者とし、第２項で、「生計の維持」の認
定を政令で定める、としている。これを受けた
国民年金法施行令第４条の２は、第３号被保険
者の認定は、健康保険法等における被扶養者の
認定の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定め
るところにより、管轄する地方社会保険事務局
長又は社会保険事務所長が行う、としている。
社会保険庁は、第３号被保険者制度が導入され
た昭和61年に、健康保険の認定基準にならい、
都道府県知事宛に基準を通知した（75）。この時
点では、年間収入の基準は90万であったが、現
在は130万円である。
　第３号被保険者になれない非正規雇用者（た
とえば独身のフリーター、シングルマザーなど）の
場合、内翰の「４分の３基準」（週労働時間とし
ては30時間に相当）を満たせなければ、年収の
多寡にかかわらず、第１号被保険者として国民
年金、国民健康保険に加入するしかない。平成
16年の年金制度改革のために、「持続可能な安
心できる年金制度の構築に向けて」（平成15年
11月17日）（76）をまとめた厚生労働省は、パート
についても雇用者としての年金保障を充実する

方針を打ち出した。具体的には、雇用保険と同
様に週の労働時間が20時間以上の者にも厚生年
金を適用し、保険料負担については、パートの
収入が少ないため、現行の標準報酬の下限とは
別に特別な低い標準報酬区分を設定して適用す
る、とした。厚生年金の適用範囲を拡大すると、
従来の第３号被保険者の中にも、新たに保険料
を負担する人が出てくる。第３号被保険者につ
いては、上記文書は「直接の保険料負担はなく
ても基礎年金給付を受けられることについて、
個人単位で見て給付と負担の公平を図ってい
くという観点から見直すべきとする考え方があ
る」としつつも制度の廃止には踏み込まず、短
時間労働者への厚生年金の適用拡大により、「自
ら負担しそれに応じた給付を受ける者を増やし
ていき、第３号被保険者を縮小していく」方針
を出した。パートへの厚生年金適用拡大は、結
局、保険料負担を恐れる流通業界からの反対が
強く、実現しなかった。平成16年６月に成立し
た国民年金法等の一部を改正する法律（法律第
104号）の附則第３条第３項に「短時間労働者
に対する厚生年金保険法の適用については、…
この法律の施行後５年を目途として、総合的
に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な
措置が講ぜられるものとする」とされるにとど
まった。
　「格差社会」について議論が高まり、格差の
一因を非正規雇用の拡大に求める主張が有力と
なっている（77）。政府は、非正規雇用者のため
のセーフティネットを確保するため、上記の「５
年」を待たず、厚生年金加入に必要な週の労働
時間を週20時間に引き下げる方針を改めて打ち

75　「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について」各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知。

昭和61年３月31日。庁保発第13号。

76　厚生労働省ホームページ「持続可能な安心できる年金制度の構築に向けて」<http://www.mhlw.go.jp/houdou/

2003/11/h1117-1a.html>

77　橘木俊詔『格差社会　何が問題なのか』岩波書店, 2006, pp.39-49.

78　「厚生年金　パート加入義務拡大　労働「週20時間以上」」『産経新聞』2006.11.12 ; 「パートへの厚生年金の適用、

早期実施に向け調整。閣議後会見で厚労相」『週刊年金実務』1720号, 2006.12.3, p.12.
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出した（78）（健康保険加入資格も連動する）。現在、
厚生年金の標準報酬の最低額は９万8000円、保
険料月額は労使合わせて１万4349円、うち労働
者側の負担は7174円である（79）。他方、国民年
金の保険料月額は１万3860円（平成18年４月よ
り）である。厚生年金の負担（使用者側負担もあ
わせて）がわずかに高く、加入者が基礎年金に
加え、厚生老齢年金を受給する合理性があると
いえる。しかし、収入の少ない非正規雇用者を
加入させるために標準報酬も引き下げてしまう
と、労使合わせた保険料が国民年金保険料より
低くなり、合理性が失われてしまう。
　倉田聡北海道大学大学院教授は、「非典型就
業に対する被用者保険の適用は、そう簡単なも
のではなく、もしこれを具体的に実現するとす
れば、最低所得保障システムとしての国民年金
と被用者保険との関係を根本的に見直す必要が
ある（80）」としている。

おわりに

　現行の雇用保険・社会保険制度は、一つの企
業に長期に雇用されるフルタイムの正社員を念
頭に置いている。そのため、短期の労働契約を
繰り返したり、パートタイムで働く非正規雇用
者にとっては、加入が困難であること以前に、
制度がわかりにくく、「年金、健康保険、雇用

保険の適用基準が異なることからきている混
乱」があり、「どんな保険に加入すべきなのか、
その資格があるのか、といったことすら不明
瞭」（81）な状況である。就業状態がしばしば変わ
る非正規雇用者は、その都度、保険制度間（企
業の健康保険、政府管掌健康保険と国民健康保険の

間、厚生年金と国民年金の間）を移動しなければ
ならず、負担が大きいため、保険料未納、非加
入につながりやすい。企業は、厚生年金・政府
管掌健康保険の手続きは社会保険事務所に、労
働保険の手続きは労働基準監督署及び公共職
業安定所にそれぞれ別々に行う必要があり、資
格の得喪が頻繁に発生する非正規雇用者につ
いては、事務上の負担も大きい。これに関連し
て、政府が保険者である健康保険、社会保険及
び労働保険の徴収事務の一元化が、中央省庁等
改革基本法（平成10年法律第103号）第25条第８
号に掲げられれたが進展していない。平成18年
９月には、総務省が一元化の推進を勧告してい
る（82）。雇用保険を厚生年金に組み込んでしま
うという提案もある（83）。
　現行制度の下で雇用保険は、保険加入のた
めの労働時間・労働日数の下限を引き下げるこ
とにより、適用対象者を広げてきた。厚生年金
についても、前述のように政府は加入要件緩和
の方針を出し、「パート労働者への社会保険適
用拡大」を明記した「再チャレンジ支援総合プ

79　平成18年９月分（同年10月納付分）から平成19年８月分（同年９月納付分）まで。社会保険庁ホームページ「平

成18年９月分（10月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」<http://www.sia.go.jp/seido/iryo/

ryogaku1809/ryogaku01.pdf>

80　倉田聡「非正規就業の増加と社会保障法の課題」『季刊社会保障研究』vol. 40. no.2, Spring. 2003, p.134.

81　古郡靹子『非典型労働が典型化する時代の社会保障　厚生労働科学研究費補助金政策科学推進研究事業　平成

17年度総括研究報告書』2006, p.19.

82　総務省「厚生年金保険に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」平成18年９月p.36-。<http://www.

soumu.go.jp/hyouka/index.htm>勧告は、一元化により厚生年金の適用漏れ事業所、保険料滞納事業所への対応

も改善されるとしている。社会保険料のうち厚生年金保険料の徴収については、社会保険庁を解体し、民間に委

ねる方針が固まりつつある。

83　年金科学研究会『社会保険の構造改革』ぎょうせい, 1999, pp.58, 126-130.

84　首相官邸ホームページ「再チャレンジ支援総合プラン」<http://www.kantei.go.jp/jp/saityarenzi/

061224honbun.pdf>
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ラン（84）」（平成18年12月25日）が、12月26日の関
係閣僚会議で了承された。加入要件の下限の労
働時間を週20時間とすれば、新たに312万人が
厚生年金に加入すると見込まれている（85）。た
だし、流通業界、外食業界が「パート労働者の
多様な働き方を阻害する」、「事業者負担の増加
が経営体力に深刻な打撃を与える」と強硬に反
対している（86）。政府内には、勤続年数１年以
上、月収９万8000円以上等の要件を加えるとい
う意見もあり、第166回国会（常会）の審議の
中で適用拡大が実現するかどうかは不透明であ
る（87）。
　労働時間要件の緩和による適用拡大が実現し
たとしても、労働時間・労働日数は事業所単位
で算定されるため、複数の事業所での仕事をか
けもちでこなしている雇用者は、全体の労働時
間がどれほど長くても雇用保険、被用者保険に
加入できない。中野麻美弁護士は、昼は２か所
でパート、夜はスナックと、３つの職場で年間
3000時間働いても、雇用保険にも健康保険にも

加入できないシングルマザーの例を紹介してい
る（88）。竹中康之広島修道大学教授は「雇用形
態や就労形態が多様化してきている現代で、労
働時間数という量的概念のみに被用者保険の適
用基準としての過大な重点を置くことには疑問
がある」としている（89）。
　労働時間・労働日数のほかにも、非正規雇用
者が加入できない理由がある。有期労働契約の
問題である。日本添乗サービス協会が平成17年
に実施したアンケート（90）には、次のような派
遣添乗員の声が紹介されている。
　「同じ派遣会社で継続して添乗しているにも
関わらず、契約がツアー１本ごとで雇用保険に
も加入できず、体を壊したら終わりというとこ
ろが不安であり、続けていきたいと思えないと
ころが残念である」、「年200日も多年に渡って
働いていたら、派遣会社・旅行会社ともに社会
保険の負担をして付与するのは当然のことと思
う」
　雇用保険は「１年間以上継続して雇用するこ

85　『週刊年金実務』前掲注78。

86　日本チェーンストア協会、日本百貨店協会、日本フードサービス協会等17団体は、「短時間労働者への厚生年

金等適用拡大反対協議会」を結成し、平成18年11月29日に「パート労働者への厚生年金適用拡大に関する反対決

議について」、12月７日に「パート労働者等への厚生年金適用拡大に対する反対意見」を公表、12月26日に「「再チャ

レンジ支援総合プラン」について」の中で重ねて反対を表明している。

　日本チェーンストア協会ホームページ

　<http://www.jcsa.gr.jp/3_release/data/061129_partroudousya.pdf>

　<http://www.jcsa.gr.jp/3_release/data/061207_partroudousya-hantaiiken.pdf>

　<http://www.jcsa.gr.jp/3_release/data/061226_re-challenge.pdf＞

　　㈳日本フードサービス協会、㈳日本給食サービス協会、㈳日本べんとう振興協会等の６団体は12月６日、「パー

トタイマーに対する厚生年金の適用拡大に係わる緊急集会」を開催し、短時間労働者に対する厚生年金の適用拡

大に断固反対する声明をまとめた（「食の情報源　日本食料新聞社」ホームページ

　<http://www.nissyoku.co.jp/shinbun/20061211/1165820193_30613_3.html>）。

87　「時々刻々。「パートも厚生年金」進む？」『朝日新聞』2007.1.3.

88　中野麻美『労働ダンピング―雇用の多様化の果てに』岩波書店, 2006, pp.50-51.

89　竹中康之「社会保険における被用者概念　―健康保険法および厚生年金保険法を中心に―」『修道法学』19巻２号, 

1997.3, p.448.

90　社団法人日本添乗サービス協会「派遣添乗員の労働実態と職業意識　平成17年実施」p.41. <http://

www.tcsa.or.jp/about/pdf/jittai2005.pdf>同協会は、添乗員を旅行会社に派遣する事業者（添乗員派遣会社）を主

に正会員とし、59社（2005年４月１日現在）が参加している。 
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とが見込まれること」を短時間労働被保険者の
要件としているため、短期の契約を繰り返す登
録型派遣労働者が雇用保険に加入するのはむず
かしい（91）。
　現行制度を改善し、非正規雇用者の加入をす
すめることは重要であるが、それだけでは限界
がある。加入要件を引き下げて非正規雇用者に
年金を保障しようとすると、前述のように厚生
年金と国民年金との不整合が問題となる。倉田
聡教授は、その解決は困難であり、両者の統合
が不可避であるとする。同教授は、雇用形態に
かかわらず、すべての賃金について定率の保険
料を徴収し、一定所得水準までの被保険者には
定額の給付を行い、それ以上の被保険者には保
険料に応じて給付を行う、という提案を行って
いる（92）。
　台豊新潟大学助教授（現在、青山学院大学法学
部助教授）も「指摘されている課題の最終的な
解決は、両制度（筆者注：国民年金と厚生年金）
間の境界の操作ではなく、制度体系の変更を含

めた対応―たとえば、所得税の源泉徴収の対象
となる給与所得者に全面的に被用者年金制度を
適用するとしたうえで、所得比例の負担と給付
の体系を非被用者層にも及ぼす―などにより得
られるものであると考える（93）」と、同趣旨の
提案を行っている。
　就業形態の多様化政策は1980年代のイギリ
スで始まり、先進国に共通の傾向となってい
る（94）。日本も例外ではなく、労働法の領域で
規制緩和を強力にすすめてきた。それは非正規
雇用者を増加させ、正規雇用者と非正規雇用者
の間、さらには雇用者と個人自営業主の間の境
界を曖昧なものにしつつある。社会保障制度は
これに対応しきれていない。失業、疾病、老齢
などの、誰しも避けられない苦境から働く人々
を守るために、労働法と社会保障法を見渡す総
合的な改革が不可避となっている。
　
 （とだ　のりこ　社会労働調査室）

91　パートへの厚生年金適用とともに、この点も第166回国会の論点となる、との報道がある。（『週刊年金実務』

前掲注78）。派遣元との雇用契約が１年未満であっても、雇用契約と次の雇用契約との間隔が短く、その状態が

通算して１年以上続く見込みがあれば雇用保険に加入できる。

92　倉田　前掲注80 pp.136-137.

93　台　前掲注73 p.314.

94　ロナルド・ドーア（石塚雅彦訳）『働くということ　グローバル化と労働の新しい意味』中央公論新社, 2006, p.86.


